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令和６年度事業計画 

 

 

 令和６年度における当協会の事業の推進にあたっては、山梨県下の交通情勢と山

梨県の交通重点目標を勘案した事業計画に基づき 

   １ 高齢者と子供の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止  

 ２ 飲酒運転の根絶 

   ３ 自転車等の安全適正利用の推進 

   ４ 二輪車の交通事故防止 

  ５ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底  

  ６ 早めのライト点灯・ハイビームの活用の徹底と反射材使用の推進 

を活動重点と定め、各事業を推進することといたしました。 

令和５年中の県内の交通事故の発生状況は 

 発生件数  ２，１１２件（前年比＋ ９３件   ＋４．６％） 

 死者数      ２９人（前年比＋   ４人   ＋１６．０％） 

負傷者数  ２，５９５人 (前年比＋ ７９人   ＋３．１％) 

であり、発生件数、死者数及び負傷者数ともに増加に転じました。 

これは、昨年５月に新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが第５類に移行さ

れたことを契機として、県内各地にコロナ禍前のにぎわいが戻り、これに伴って道

路における交通量が大きく増加したことなどが、少なからず影響したものと思料さ

れます。 

昨年の死亡事故の特徴としては、６５歳以上の高齢者が前年より６人増の１９人

と死者数全体の６５.５％を占めるなど、依然として高齢者が死者の多くを占めて

おり、今後、さらに高齢者に対する交通事故防止活動を推進する必要があります。 

当協会としては、第１１次山梨県交通安全計画の実現のため、県警察をはじめと

する関係機関の指導のもとに、交通関係団体及び県内各地区交通安全協会と緊密に

連携し、積極的かつ効果的に交通安全活動を推進して、目標以上の交通事故減少の

実現を目指し、民間の交通安全活動推進団体の中核として、その責任を果たしてま

いります。 

なお、当協会は、その前身であります「山梨交通協会」が大正１３年４月に創立

されてから、本年４月１日で１００周年を迎えますが、これを機に、これまで当協

会が県民とともに歩んできた１００年の歩みを振り返り、その歴史と功績を検証す

るとともに、当協会のこれから先１００年の方向性を見据えていくため、令和６年

度は各種周年記念事業を行うこととしております。 



 

 

実施事業（公益事業）の部  

 

第１ 交通安全の普及・啓発活動事業 

 １ 交通安全運動の推進 

   関係機関・団体と連携・協力して、次に掲げる各種交通安全運動を実施し、

広報媒体の活用等により、県民の交通安全意識の普及及び高揚に努め、安全な

交通社会の実現を図る。  

  ○ 春の全国交通安全運動            ４月 ６日(土)～４月１５日(月) 

○ 春の連休時における交通安全運動   ４月２７日(土)～５月 ６日(月) 

   

    ○ 夏の交通事故防止県民運動         ７月２１日(日)～８月２０日(火) 

    ○ 秋の全国交通安全運動             ９月２１日(土)～９月３０日(月) 

   ○ 年末の交通事故防止県民運動     １２月１日(日)～１２月３１日(火) 

  ○ 高齢者の交通死亡事故防止運動             通  年 

    ○ 山梨県飲酒運転根絶運動                   通  年 

  ○ 「飲酒運転しない・させない山梨キャンペーン」運動 

１２月１日(日)～１月３１日(金) 

○ 全席シートベルト・チャイルドシート着用徹底運動    通  年 

    ○ 全席シートベルト・チャイルドシート着用重点期間 

 ７月、８月(２月間)                         

    ○ 全席シートベルト・チャイルドシート着用推進の日   毎月１４日                              

  〇 自転車安全適正利用推進運動              通  年   

○  二輪車交通事故防止運動                 通  年 

  ○ 交通安全一市町村一運動                通  年 

２ 交通安全イベントの実施 

(1) 全県民対象 

交通安全推進県民大会              １月     （予定） 

交通功労者への表彰や交通安全宣言を行い、県民の交通安全意識の高揚 

を図る。 

(2) 小学生対象 

   ア 交通安全子供自転車県大会         ６月２９日（予定） 

イ  小学生交通安全ポスターコンクール     ９月    （予定）  

(3) 中学生対象  



 

県中学生交通安全弁論大会  

１０月２９日   笛吹市スコレーセンター（予定）  

(4) 高校生対象  

交通安全ＣＭコンテスト          ３月      （予定）  

県内の高校生を対象として、スマホ等で１５秒の交通安全ＣＭを作成し  

 た作品を募集し、春の全国交通安全運動期間中にその優秀作品をテ  

レビ放映をする他、当協会のホームページに掲載する。  

(5) 高齢者対象  

高齢者交通安全グラウンド・ゴルフ大会   

 １１月６日   JIT リサイクルスタジアム（予定）  

 （ 6）  二輪車対象  

   ア  セイフティーライディングスクールの開催      年 12 回  

    イ  二輪車安全運転山梨県大会        １１月１７日（予定）   

 ３ 広報・啓発活動 

(1) テレビ放送 

    高校生対象の交通安全ＣＭコンテストの優秀作品を春の全国交通安全運 

動期間中に放映し、高校生を中心とした若者の交通安全意識の高揚を図る。 

  YBS 山梨放送が主催し、交対協、県警察が後援の「黄色い手帳運動」（小

学校新入学児童を対象とした傷害保険付きの交通安全手帳の配布活動）に協

力し、テレビ広報活動を実施する。 

(2) ラジオ放送 

    年間を通して、ラジオ放送によりドライバー等に交通安全意識の高揚と  

交通事故防止を図る。 

 (3) 新聞広報 

    春と秋の全国交通安全運動期間及び年末の交通事故防止県民運動期間中

に新聞広告を掲載し、交通安全運動の周知を図る。 

(4) 機関紙の発行 

当協会の広報紙「交通安全情報やまなし」を年２回発行し、地区安協の活

動を中心に掲載して交通安全意識の高揚を図る。 

また、当協会のホームページにも交通安全広報、交通安全活動等の情報を

掲載する。 

(5) ポスター、資料等の作成、配布 

   ア 小学生を対象とした交通安全ポスターコンクールを実施し、その優秀な

作品を掲載した交通安全カレンダーを作成し、県下全ての小学校に配布す

るなど、小学生に対する交通安全思想の普及・高揚を図る。     



 

イ 交通マナーとルールを認識させ、併せて自転車事故の防止を図るため、 

県下の小学校４年生に対し、全日本交通安全協会作成の「自転車安全教室」 

（約３，０００冊）を配布する。 

   (6) イベント会場等における広報、啓発活動  

「ヴァンフォーレ甲府」や「山梨クインビーズ」のホームゲーム等、多くの

県民が参加する場において広報を実施し、交通安全意識の徹底を図る。 

  (7) 創立１００周年記念事業 

    創立１００周年を契機に、当協会が交通安全活動推進団体として、安全・ 

安心な交通社会の実現に向けて各種活動を行っていることを、新聞やラジオ等広

報媒体を活用し、改めて県民に対して情報発信するほか、平素から交通安全

活動に寄与していただいている関係団体及び個人を招き、１１月１９日（火）

に記念式典を開催し、表彰を行う。 

４ 交通安全教育 

  (1) 各地区交通安全協会、県警察及び各小・中・高学校と協力し、交通安全教 

  室を開催する。 

 （2） 二輪車に対する教育・訓練 

    ア  年間を通じて、県下の各高校に二輪車安全運転推進委員会の指導員等を 

 派遣し、高校生を対象とした参加・実践型の教育・訓練を実施する。 

  イ 山梨自動車学校において二輪車通学の高校生を対象とした二輪車安全運 

転講習を実施する。 

  ウ 年齢を問わず、二輪車の安全運転を目的として、当協会が事務局となって 

いる二輪車安全運転推進委員会が二輪車ライディングスクールを年間１２ 

回開催する。    

  (3) 高齢者に対する教育・訓練 

高齢者交通安全グラウンド・ゴルフ大会の開催時に横断歩行トレーナー等 

を使った参加、体験、実践型の交通安全教育を実施するほか、高齢者講習を 

受講しなければならない高齢者を対象とした免許証の更新手続きに関する

研修やサポートカーの体験を行う交通安全教室を自治体と協力して開催す

る。 

  (4) 交通安全ＤＶＤの貸出 

    自治体や学校、賛助会員等に対して交通安全 DVD の無料貸出をすることに 

   より交通安全教育を推進する。 

（5）その他教育・訓練 

刑務所、保護観察所、企業、団体等で実施する交通安全講習会に、その要

請に基づいて講師を派遣し、交通安全教育を支援する。 



 

５ 交通安全のための支援事業の推進 

(1) 新入学児童に対する交通安全グッズの配布 

   各地区交通安全協会を通じ、県下の全新入学児童に対し、反射バッグと傷 

 害保険の付いた交通安全教本の黄色い手帳を配布する。 

  (2) チャイルドシートの無償貸出 

チャイルドシート着用の徹底を図るため、会員に対して本協会、各支所で  

チャイルドシートの無償貸出をする。 

   (3) 高齢運転者に対する運転経歴証明書発行助成 

高齢運転者の交通事故防止の一環として、当協会会員が運転免許証を自主

返納した際、「運転経歴証明書」の交付手数料及び申請用写真を助成し、高

齢者の免許証返納を促進する。 

(4) 老人クラブ連合会に対する反射材の配布  

反射材と反射ベストを山梨県老人クラブ連合会に贈呈し、高齢者に着用を 

促し、反射材の普及に努める。 

６ 各種委員会の活動の活発化と指導の強化 

  (1) 地域交通安全活動推進委員に対する研修会等の開催 

    地域における交通安全活動のリーダーとして活動する「地域交通安全活    

動推進委員」に対し、活動の充実と的確な運営を図るための研修会等を開    

催する。 

  (2) 各種委員会の会議等の開催 

    二輪車、自転車事故防止のため関係機関、団体で構成している「山梨県    

二輪車安全運転推進委員会」、「山梨県自転車安全教育推進委員会」の会    

議等を開催し、活動の活発化を図る。 

７ 交通安全功労者等の表彰 

   (1) 交通栄誉章「緑十字金章、銀章、銅章」の表彰上申 

   (2) 関東管区警察局長、関東交通安全協会連合会会長連名表彰上申  

   (3) 山梨県警察本部長、山梨県交通安全協会長表彰 

   (4) 地区交通安全協会女性部、支部表彰及び二輪車安全運転推進委員会指導員

表彰 

 

第２ 交通安全関連団体支援事業 

  １ 各地区交通安全協会への協力・支援 

   (1) 交通安全活動の企画、立案、経理等委託事務の支援 

   (2) 地区交通安全協会、女性部活動への助成 

   (3) 地区交通安全協会の交通安全活動への資器材の貸与 



 

(4) 各警察署、地区交通安全協会や学校へのポスター等の広報資料の配布 

  ２ 他機関・団体が行う交通安全活動への協力・支援 

(1) 視覚障害者の安全確保を目的とした、全日本交通安全協会の支援による

「視覚障害者用交通信号機付加装置」の設置 

   (2) 各種団体等への交通安全活動の支援・協力 

      ア 山梨県安全運転管理者協議会が開催する「安全運転コンクール」への 

    協力 

      イ 高速道路交通安全協議会の活動支援 

      ウ 被害者支援センターやまなしへの支援 

      エ 山梨県暴力追放運動推進センターへの支援 

      オ 山梨県自転車軽自動車商協同組合の活動支援 

      カ 山梨県交通安全対策協議会主催の「セーフティードライブ・チャレンジ 

   １２３」への支援 

      キ 報道機関ＵＴＹ、ＮＮＳ、ＦＭフジ、ＹＢＳ等の交通安全キャンペーン

の後援 

 

第３ 交通安全活動推進センター等の活動と事業 

     道路交通法第１０８条の３１に基づき、「山梨県交通安全活動推進センター」

として道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的に、次の活動を推

進する。 

１ 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事 

  項についての広報活動 

２ 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての  

啓発活動 

 ３ 交通事故に関する相談 

４ 運転適性指導 

５ 道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動  

への支援 

   ６ 地域交通安全活動推進委員に対する研修 

７ 地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任

務遂行の支援 

  ８ 道路使用許可申請に基づく道路又は交通の状況についての調査  

  ９ パーキングチケット発給設備の管理 

 

第４ その他支援事業 



 

     １ 各地区交通安全協会会員が交通安全活動中に死傷等した場合の傷害保険事  

業、交通災害見舞金制度の支援 

  ２ 会員への支援 

   (1) 一般会員 

  免許取得時・更新時において当協会加入助成制度を導入し、一般会員の加

入促進を図り、交通安全活動のより一層の活発化を推進するため、会員に対

して次の支援を行う。 

 ア 協賛店制度による協賛店舗等のサービス情報の提供 

    イ 弁護士による交通事故無料法律相談 

     ウ  交通事故見舞金の交付 

     エ  運転免許証ケースの進呈 

   オ 交通安全グッズの進呈 

カ チャイルドシートの無償貸出 

キ 経歴証明書の申請補助 

   ク 高齢者講習対象会員への事前周知 

   ケ 緊急脱出用ハンマーの割引販売 

   コ 新規免許取得者の原付会員に対するワイヤーロックの進呈とオイルの

無料交換 

(2) 賛助会員 

各事業所、団体の賛助会員への加入促進を図り、広く交通安全思想を浸透

するため、賛助会員に対して次の支援を行う。 

ア 年１回の交通安全講習の実施 

イ 全日本交通安全協会の機関紙と当協会の交通安全情報やまなしの配布 

ウ 交通安全ＤＶＤの無料貸出 

エ 山梨自動車学校の教習料の割引  

オ ホームページ、交通安全情報やまなしへの会員名の掲載  

カ 優秀会員に対する交通安全大会での表彰の実施  

 

その他事業（収益事業）の部 

 

第１ 交通安全講習事業（各種講習に関する取り組み） 

      県公安委員会、県警察から委託を受けた免許関係等に関する以下の業務を

実施する。 

１ 運転免許更新時講習（優良、一般、違反、初回） 



 

２ 取消処分者講習 

  ３ 停止処分者講習（短期、中期、長期） 

 ４ 違反者講習 

  ５ 初心運転者講習 

  ６ 運転免許を受けようとする者に対する講習（応急救護措置講習等）  

  ７ 安全運転管理者講習 

  ８ その他、新規運転免許取得者に対する講習 

   

第２ 山梨自動車学校の経営に関する事業 

 １  全車種の運転技能及び学科教習の実施 

 ２ 高齢者講習の実施 

75 歳以上の更新者に対しては、高齢者講習及び認知機能検査を同日に行い、 

これらが 1 日で終了することとなるよう高齢者の立場に立った高齢者講習を実  

施する。 

  ３  受託事業の実施 

      県公安委員会、県警察等から受託や指定を受けた、普通車、二輪車、応急    

救護措置、違反者（実車）、初心運転者講習及び仮運転免許に関する事務を    

適切に実施する。 

 ４  各種コンクール等への協力 

      山梨県安全運転管理者協議会等が主催する安全運転コンクールに協力し、   

教習コースの開放、教習車両の貸出及び技能指導を実施する。  

  ５  県警察試験コースの適切な民間開放業務の推進 

      山梨自動車学校が管理等の委託を受けている県警察の試験コースは、土・    

日・祝日に民間へ開放されていることから、山梨自動車学校では、開放の趣旨   

と県民の利便を踏まえた適切な運営を推進する。 

 

第３ 運転免許関係事務事業 

  １ 運転免許証更新通知業務   

  ２ 高齢者講習通知業務                  

  ３ 運転免許証更新申請書複写等の業務                      

  ４ 警察署運転免許窓口業務 

  ５ 免許写真撮影業務     

  ６ 免許証郵送業務 

 

  



 

第４ その他収益事業 

  １  収入証紙の販売 

  ２ 交通安全資機材、交通安全グッズの販売  

  ３ 自動販売機の取り扱い 

  ４ 土地賃貸  


